
（資料３） 

 

条例による本人確認情報の独自利用事務の追加について 

 

 

 

１ 前回までの検討状況について 

 

審議会 年度 条 例 追 加 対 象 事務数 

第 5 回 Ｈ１８ 対象：「条例・規則により住民票添付が義務付けら

れている事務」に限定 

４事務 

第 6 回 Ｈ１９ 対象：「県が本人確認情報を必要とする事務（利用

件数が年間１０件以上）」とする 

１６事務 

第 7 回 Ｈ２０ 対象：「県が本人確認情報を必要とする事務（利用

件数が年間１０件未満の事務を含む）」とする 

４０事務 

第 8 回 Ｈ２１ （条例に追加した事務なし） 同上 

 

 

 

２ 前回までの審議会における委員の意見について 

 

《委員意見》 

 

○行政の効率化だけではなくて、住民に対する利便の還元に向けて更に工夫をし

ていただきたい。 

（住民負担の軽減に繋がる住基ネットの利用事務の検討） 

 

○住基ネットの利用事務の追加について、現在の検討方法での限界が来ている。 

（住民票の代替としての利用にこだわらず、検討対象を新たに拡大） 

 

 

《対応》 

本人確認情報を利用できる事務の有無を調査 
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３ 今回の検討状況 

 

（１）本人確認情報を利用できる事務の調査 

これまでの審議会委員の意見を踏まえ、本人確認情報を利用できる事務の有無を

調査した。 

具体的には、前回までの条例改正において、住基ネットが利用できないとされた

事務を検討対象として拡大し、また、新たに死亡確認のために利用される戸籍謄本

等の代替として住基ネットが利用できる事務を検討対象とした。 

 

 

 

 

住民票を利用する事務  新 戸籍を利用する事務 

 

・県の事務のうち、届出等において住所

を確認するために提出させる事務 

・公用請求している事務 

 

 

・県の事務のうち、届出等において

死亡を確認するために戸籍謄本等

を提出させている事務 

 

※住基ネットでは本人確認情報の他

に、その異動情報も確認できるた

め、端末機から死亡の事実把握が

可能である。 

 

住民負担軽減に繋がる住基ネットの利

用事務を検討 

住民票の代替としての利用にこだわ

らず、検討対象を新たに拡大 

《住基ネット利用可能》 

・法別表に規定される事務 

・県条例に規定される事務 

対象事務の抽出 

《住基ネット利用不可能》→再検討 

・法令の義務付けによるもの 

 ６事務 

・利用が見込めない等の理由のもの 

 １８事務 

 

上記 24 事務のうちから、本人確認情報の

利用が可能となったものを調査・抽出。

また、その他該当事務を調査・抽出 

 事務を調査し、本人確認情報の利用

により戸籍謄本等の添付が不要とな

る事務を抽出。 

 

法令の義務付けのあった２法令４事務

が、施行規則改正により利用可能 

結   果 

戸籍謄本を利用する事務のうち、 

１法令１事務が、利用可能 
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（２）抽出された検討対象事務の概要 

 事務の名称 事務の内容 年間

件数 

事務執行 

課所 

ア 採石業者登録(変更)に関

する事務（２事務） 

登録申請又は変更届出に採石

業務管理者の住民票添付 

２０ 新産業振興課

イ 砂利採取業者登録(変更)

に関する事務（２事務） 

登録申請又は変更届出に砂利

採取業務主任者の住民票添付

６ 新産業振興課

ウ 漁船登録票返納に関する

事務（１事務） 

返納届に死亡した所有者の戸

籍謄本等添付 

２０ 各水産事務所

 

ア 採石業者登録(変更)に関する事務 

・採石業務管理者の住所を確認し、業務管理が可能か審査するために従前は住民

票の写しを申請に添付させていたもの 

・採石法施行規則の改正(H21.2.16 施行)により、住基ネットが利用可能 

・住民票の写しの添付義務がなくなるため、住民負担が軽減

 

【根拠法：採石法】 

第３２条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する

都道府県知事の登録を受けなければならない。 

第３２条の７ 登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨をその登録を

した都道府県知事に届け出なければならない。 

【先例都道府県(11)】 

岩手、福島、茨城、福井、静岡、滋賀、兵庫、鳥取、島根、香川、熊本 

 

イ 砂利採取業者登録(変更)に関する事務 

・砂利採取業務主任者の住所を確認し、業務管理が可能か審査するために、従前

は住民票の写しを申請に添付させていたもの 

・砂利採取業者の登録等に関する規則の改正(H21.2.2 施行)により、住基ネット

利用可能 

・住民票の写しの添付義務がなくなるため、住民負担が軽減

 

【根拠法：砂利採取法】 

第３条 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄す

る都道府県知事の登録を受けなければならない。 

第９条 登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨をその登録をした

都道府県知事に届け出なければならない。 

【先例都道府県(12)】 

岩手、福島、茨城、福井、静岡、滋賀、兵庫、鳥取、島根、広島、香川、熊本
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ア、イの事務フロー 

③登録申請等 

→住民票添付廃止 

④審査結果通知 
山
口
県 

①住民票交付請求 

→住基ネットにより不要 

 

申
請
者 

市
町 

 

 

 

②住民票交付  

 

ウ 漁船登録票返納に関する事務 

・漁船の所有者が死亡し、相続人が登録申請しない場合は、当該漁船登録は失効 

・失効した場合は、遅滞なく登録票を県知事へ返納 

・死亡を確認するため、戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)又は除籍謄本の

添付を行政指導で求めている 

・戸籍謄本等の添付義務がなくなり、住民負担が軽減

 

【根拠法：漁船法】 

第１８条  次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。 
６  登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割（当該漁船を承継
させるものに限る。）をしたとき。 

第２０条  次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした
都道府県知事に登録票を返納しなければならない。 

１  第１８条の規定により登録がその効力を失つたとき。 
【先例都道府県】 

なし 

 

ウの事務フロー 

届
出
者 

③返納届出 

→戸籍等添付廃止 

④受付・返答 

②戸籍謄本交付 

①戸籍謄本請求 

→住基ネットにより不要 
山
口
県 

 

市
町 

 

 

 

 

 

 

（３）コスト削減効果及びセキュリティについての検討 

①本人確認情報の利用によりコスト削減・負担軽減効果が図られること 

→既設端末機を利用するため追加費用はなく、住民負担が軽減 

 

②住基ネット運用にあたってのセキュリティが確保できること 

→該当所属では既に住基ネットを利用しており、適切なセキュリティ対策を職

員・所属に対し実施済み 
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４ 対応方向 

上記のとおり検討した結果、住民負担の軽減が可能であること及びコスト削減・セ

キュリティ確保が可能であることから、３（２）ア～ウの計５事務を本人確認情報独

自利用対象事務として追加することとしたい。

 

５ 今後の予定 

・平成２３年３月 条例の改正（公布日施行予定） 

→平成２３年４月以降、事務ごとに住基ネットの利用開始 
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